[image: ]				受
付

					
岡山市市税条例第６７条第３項、または第６８条第４項の規定に基づき、
減免を取り消してよろしいか



　　年　　月　　日
　岡　山　市　長　　様
軽自動車税減免理由消滅申告書
[bookmark: _GoBack]　軽自動車の減免について、下記の原因により減免理由が消滅しましたので、岡山市市税条例第６７条第３項、または第６８条第４項の規定に基づき申告します。
	納税義務者
	住　所
(所在地)
	

	
	氏　名
(名　称)
	
	電話番号
	

	
	個人番号
(法人番号)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（右詰めで記載してください）

	申請者
	住　所
(所在地)
	□納税義務者に同じ

	
	氏　名
(名　称)
	□納税義務者に同じ
	電話番号
	

	申請済みの減免理由
	□身体障害者等のために使用するもの　　　　　　　（岡山市市税条例第６８条第１項）
□構造が専ら身体障害者の利用に供するためのもの　（岡山市市税条例第６８条第２項）
□公益のために直接使用するもの　　　　　　　　　（岡山市市税条例第６７条第１項）
□自動車教習所の教育練習用のため　　　　　　　　（岡山市市税条例第６７条第２項）
□その他市長が特に減免を必要と認めるもの　　　　（岡山市市税条例第６７条第３項）

	減免済みの車両
	車両番号(標識番号)
	岡山

	減免理由の消滅原因
	□自動車税（普通自動車）の減免申請をするため
□他の軽自動車で減免申請をするため
□障害の程度が該当しなくなったため
□障害者の死亡のため
□障害者の家族の年齢が１８歳以上になったため
□その他の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	消滅原因の
発生年月日
	年　　　　　月　　　　　日



（岡山市記入欄）
	決定事項
	□承　認
	令和　　年度から

	
	□不承認
	理由：


１　減免後、その事由が消滅した場合は直ちに提出してください。　
２　この申告により、減免理由の消滅原因の発生年月日以降に納期が到来する年度の軽自動車税は
課税になります。
（注意）
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